
（単位：千円　％）

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率

1,191,134 0.3 1,170,167 ▲ 1.8 1,170,791 0.1 1,171,517 0.1 1,153,210 ▲ 1.6

427,142 ▲ 8.3 441,671 3.4 440,671 ▲ 0.2 439,671 ▲ 0.2 438,670 ▲ 0.2

3,356,199 ▲ 5.0 3,270,000 ▲ 2.6 3,200,000 ▲ 2.1 3,140,000 ▲ 1.9 3,100,000 ▲ 1.3

普 通 交 付 税 3,136,199 ▲ 2.2 3,090,000 ▲ 1.5 3,020,000 ▲ 2.3 2,960,000 ▲ 2.0 2,920,000 ▲ 1.4

特 別 交 付 税 220,000 ▲ 32.4 180,000 ▲ 18.2 180,000 0.0 180,000 0.0 180,000 0.0

1,691,752 ▲ 23.7 1,603,193 ▲ 5.2 1,545,271 ▲ 3.6 1,634,901 5.8 1,624,757 ▲ 0.6

200,700 ▲ 68.1 699,700 248.6 246,600 ▲ 64.8 775,900 214.6 474,800 ▲ 38.8

臨時財政対策債 22,400 ▲ 53.8 15,900 ▲ 29.0 10,000 ▲ 37.1 9,000 ▲ 10.0 8,000 ▲ 11.1

そ の 他 の 町 債 178,300 ▲ 69.3 683,800 283.5 236,600 ▲ 65.4 766,900 224.1 466,800 ▲ 39.1

1,181,190 ▲ 7.3 1,070,435 ▲ 9.4 934,332 ▲ 12.7 881,479 ▲ 5.7 1,051,891 19.3

8,048,117 ▲ 13.5 8,255,166 2.6 7,537,665 ▲ 8.7 8,043,468 6.7 7,843,328 ▲ 2.5

3,834,084 ▲ 3.7 3,686,917 ▲ 3.8 3,657,578 ▲ 0.8 3,659,004 0.0 3,668,226 0.3

人 件 費 1,174,787 5.9 1,160,401 ▲ 1.2 1,182,306 1.9 1,180,441 ▲ 0.2 1,183,797 0.3

扶 助 費 1,463,968 ▲ 10.8 1,459,336 ▲ 0.3 1,459,336 0.0 1,459,336 0.0 1,459,336 0.0

公 債 費 1,195,329 ▲ 2.8 1,067,180 ▲ 10.7 1,015,936 ▲ 4.8 1,019,227 0.3 1,025,093 0.6

398,153 ▲ 59.9 938,709 135.8 473,181 ▲ 49.6 1,106,824 133.9 674,488 ▲ 39.1

3,468,492 ▲ 13.8 3,833,491 10.5 3,773,188 ▲ 1.6 3,627,914 ▲ 3.9 3,675,246 1.3

うち他会計への
繰出金・補助金

708,380 3.8 705,907 ▲ 0.3 706,077 0.0 708,732 0.4 705,907 ▲ 0.4

7,700,729 ▲ 14.4 8,459,117 9.8 7,903,947 ▲ 6.6 8,393,742 6.2 8,017,960 ▲ 4.5

※基金は、財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金の３基金をいう。
※地方譲与税等　　地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、
　　　　　　　　　　　　環境性能割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金　をいう。
※他会計への繰出金・補助金
　　　　　　　　　　　　　繰出金・・・・・・国保、介護、後期高齢者医療の特別会計への繰出金
　　　　　　　　　　　　　補助金・・・・・・水道事業、農業集落排水事業及び下水道事業の企業会計への補助金、出資金

この試算値は、今後の経済情勢や地方税財政制度の動向、さらには新たな行財政改革の取組等、試算の前提に

応じて変化するものであり、今後、その時々の状況に対応して中期財政試算をローリングしていくものです。

藤崎町財政計画（令和５年１２月現在）
（一　般　会　計　ベ　ー　ス）

　　　　　　　　　年度 Ｒ４（実績） Ｒ５（実績見込） Ｒ６　見込 Ｒ７　見込 Ｒ８　見込 Ｒ９　見込

　　　　区分

歳
　
　
　
 
 
　
　
入

町 税 1,188,131

地 方 譲 与 税 等 465,605

地 方 交 付 税 3,533,506

3,208,040

325,466

国 庫 ・ 県 支 出 金 2,216,920

町 債 629,400

48,500

580,900

そ の 他 の 歳 入 1,273,752

歳 入 合 計 9,307,314

歳
 
 
 
 
 
 
 
 

出

義 務 的 経 費 3,980,464

1,108,985

1,641,186

1,230,293

普 通 建 設 事 業 費 991,798

そ の 他 歳 出 4,021,797

682,398

歳 出 合 計 8,994,059

（単位：千円　％）
財 源 不 足 額

313,255 347,388 ▲ 203,951 ▲ 366,282 ▲ 350,274 ▲ 174,632
（ 歳入 － 歳出 ）

財源不足調整後の
年度末基金残高

（財調、減債、公共）
1,835,663 1,471,525 1,267,574 901,292

地 方 債 現 在 高 9,192,836 8,597,139 8,261,117 7,529,555 7,324,826

12.3 12.6 12.4 11.2

551,018 376,386

6,820,815

11.1

将 来 負 担 比 率 23.1 44.6 60.7 66.0 81.6 99.0

実 質 公 債 費 比 率 11.6

1
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財政計画の策定指針 

 

〈総論〉 

 

Ⅰ 中期財政計画策定指針の背景 

 

 令和４年度決算では、歳入歳出の差引きが３億１，３２５万円の黒字（決算書

ベース）となったほか、財政状態を示す実質公債費率は１１．６％、将来負担比

率は２３．１％と、早期健全化団体基準には達しておらず、藤崎町の財政状況は、

表面的には安定し健全な運用をしているように見えます。 

しかし、令和４年度歳入の３８．０％を占めている地方交付税を財源の主とす

る脆弱な財政構造に変わりはなく、まさに、地方交付税が町財政の命運を握って

いるといっても過言ではありません。 

 その地方交付税の大部分を占める普通交付税については、これまで旧藤崎町

と旧常盤村、すなわち合併前の自治体の状態で算定される「合併算定替」という

方式で交付されていたため、合併後の新藤崎町に適用される「一本算定」よりも

多い、いわゆる合併の効果額が交付されていました。ところが、合併１０年を経

過した平成２７年度からその効果額を段階的に減じる措置、いわゆる「縮減率」

が適用され、その縮減率の適用も令和元年度が最終年度となり、令和２年度から

「一本算定」により交付されています。 

 令和４年度の普通交付税は、平成２７年度と比べ２億１千万円ほどの減とな

り、その結果、財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金の令和４年度末合

計残高は、平成２７年度末残高と比べると約２億６千万円の減少という非常に

厳しい状況であります。 

 このような厳しい状況下ではありますが、財政収支均衡を基本にしながらも、

「みんなで築く 希望に満ち、活力があふれるまち ふじさき」を目指し、町政

発展と住民福祉向上のための施策を講じ、町総合計画などによる事業を展開す

るために、中長期的視点に立った財政運営計画を策定するものです。 

 

Ⅱ 中期財政運営のポイント 

 

 １ 方向性 

  ①短期的（各年度の予算編成）には、地方公共団体財政健全化法の「財政早

期健全化団体」への転落回避を目指します。 

    ②中長期的には、元金ベースでのプライマリーバランスの黒字化を達成し、

可能な限り基金繰入れに頼らない、収支均衡のとれた財政運営を目指し

ます。 

 ２ 財政運営の目安 

①行財政改革により、経常経費の財源不足額圧縮を図る必要があります。 

②令和４年度末の財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金の合計残高

は、約１８億４千万円でした。地方交付税逓減に対応しつつ、地方創生の

取組、政策経費などを確保しながら、大規模災害などに対応できる規模の

基金を維持する必要があります。 

③組織簡素・効率化等、歳出構造の転換に向けた行財政改革の継続した取組

を継続していく必要があります。 
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④実質公債費比率等の財政健全化法による数値に留意しながら、長期的展望

（町総合計画）に基づいたまちづくりを目指し、適宜町活性化事業を展開

していく必要があります。 

 

〈各論〉 

 

Ⅲ 歳入の現状と課題    ～地方交付税合併算定替による逓減～ 

 

○地方税（町税）の推移 

 

 町の自主財源の根幹をなす町税は、令和４年度は個人住民税及び法人住民税

税が減となったものの、たばこ税や固定資産税の増の影響により、対前年度増

となりました。 

今後は、固定資産税の評価替（令和６年度、９年度）による減収の影響を除

くと、新築家屋の伸びによる固定資産税の増収分が人口減少による個人住民税

の減収分で相殺され、ほぼ横ばいに推移するものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住民税は景気浮揚対策などの影響を受けるため、今後も動向を見守る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

11.4

11.6

11.8

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

見込

R6

見込

R7

見込

R8

見込

R9

見込

地方税の推移
地方税

億円
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○地方交付税総額の推移 

 

 平成２５年度以降３７億円前後で推移してきた普通交付税と臨時財政対策債

の合計額は、町村合併から１０年が経過したことによる合併算定替の効果額減

の影響で、平成２８年度から一転、減額に転じました。効果額は５年間で段階的

に縮減され、令和２年度からは合併後の新藤崎町に適用される「一本算定」とな

りました。 

その他、国の地方財政計画による交付税総額の減や、交付税算定における重要

な要素の一つ、人口減などによる交付額の減も考慮しなければなりません。これ

らの要素を加味し、令和６年度の普通交付税と臨時財政対策の合計額は約３１

億円と、平成２７年度より５億８千万円程度減になると見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地方交付税とは、財源の地域的な不均衡を是正し、全ての自治体が合理的かつ妥当な水準の行政を行

うことができるように、必要な財源を確保することを目的としているもので、普通交付税と特別交付税

があります。（本表では、特別交付税は見込んでいません） 

※ 普通交付税とは、合理的な基準に基づき、自治体が妥当な水準の行政を行うために必要とする額（基

準財政需要額）と標準的に徴収が見込まれる税収入（基準財政収入額）を算定し、収入が不足している

場合に、これを補うため国から交付されるものです。 

※ 臨時財政対策債とは、国が普通交付税として自治体に交付してきた額のうち、交付税特別会計の借入

金で対応してきた財源不足分について、その半額を赤字地方債に振り替えしたもので、通常の地方債と

異なり、一般財源となります。（後年度の元利償還金が、普通交付税算定の際に基準財政需要額に算定

されるもので、当初、平成１３～１５年度の臨時措置でしたが、その後延長され続けています。） 

※ 平成１５年度３５．５億円であった普通交付税と臨時財政対策債の合計額は、平成１６年度の三位一

体改革以降減り続け、平成１９年度の３２．１億円を底に、平成２０年度以降増額し、平成２６年度実

績で３８．８億円（借換債２億円含む）まで回復しました。しかし、その後は逓減し、令和４年度実績は 

 ３２．６億円でした。 

※ 地方税収の増が見込まれるため、臨時財政対策債を含む令和６年度の地方交付税総額は減となる見込

みです。 

 

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

見込

R6

見込

R7

見込

R8

見込

R9

見込

億円
普通交付税と臨時財政対策債の合計額

普通交付税 臨時財政対策債
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○町債（地方債）残高の推移 
 

 地方債は、自治体が財源の調達を目的として行う「借金」で、その返済が一会

計年度を越えて行われているものを指します。 

 地方債の活用により、「財政負担の年度間調整」や「世代間の負担の公平」を

図ることができますが、次年度以降、その償還のための支出を義務付けられるこ

とになるため、地方債残高の上昇は、将来の財政運営の健全性を保つ観点から好

ましくないと考えられています。 

 一般会計では、平成２０～２６年度に藤崎・常盤両小学校の改築事業等の大型

建設事業を実施したことから、平成２６年度に町債残高がピークとなり１３０

億円を超えました。その後は、公債費の元金償還金が年１０～１３億円台で推移

し、令和５年度以降も地方債残高は逓減していくものと見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下水道整備事業については、住民の住環境整備や環境保全型農業を推進するため昭和５０年代半ばか

ら旧藤崎地区、旧常盤地区とも積極的に投資してきた結果、その整備率はほぼ１００％を達成しました。

下水道事業にかかる町債残高は全体的には逓減してはいるものの、その経営は厳しく、赤字補填財源で

ある資本費平準化債の発行残高の増加もあり、令和４年度末現在約４２億円に上ります。 
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見込
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見込
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見込
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見込

全会計の町債残高

下水道会計

水道会計

一般会計

億円
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Ⅳ 歳出の現状と課題    ～財政の自由度が大幅に減少した歳出構造～ 

 

 

○義務的経費の推移 

 

  義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費のことで、支出が義務付けられて

いる経費です。人件費は団体が存立する限り経常的に支出しなければならず、扶

助費は支援給付費、児童手当などの法令の規定により支出が義務付けられた経

費と、子どもの医療費助成など、町単独で支援する経費があります。公債費は町

債の償還に要する経費で、いずれも任意に節減できない経費と言えます。 

 

【人件費】 

  一般会計の職員数は、町村合併当初１７１人でしたが、団塊世代の退職や行政

改革等による職員数の減により、令和４年度末には１１９人（５２人の減）とな

りました。また、人件費についても職員数の減少に伴い逓減してきましたが、令

和２年度から会計年度任用職員制度が始まり、人件費は対前年度比大幅増とな

りました。 

令和５年度は職員数が落ち込みましたが、令和６年度以降は、職員数、人件費

ともほぼ横ばいで推移すると見込まれます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 

職員数 
（人） 

125 121 122 123 122 119 116 118 119 118 118 

人件費 
（億円） 11.0 10.3 10.4 11.5 11.0 11.1 11.7 11.6 11.8 11.8 11.8 

※Ｒ５以降は推計 

110

115

120

125

10.0
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12.0
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見込
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見込
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R9

見込

人億円
一般会計の職員数と人件費の推移

人件費 職員数
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【公債費】 

  公債費は町債残高と密接にリンクしていることから、町債の伸びがそのまま

公債費の伸びに繋がっています。国は、平成１９年度から平成２１年度までの３

年間の時限立法により、５％以上の高利の政府資金（旧大蔵省資金運用部資金、

簡保資金）及び公営企業金融公庫資金の繰上償還（借換債の発行）を認め、その

他町債で比較的高利な民間資金の繰上償還を実施したことなどで、ある程度、元

利償還額が軽減されています。 

しかし、平成２０年度から平成３０年度にかけて実施した藤崎小学校改築事

業、常盤小学校改築事業、文化センター整備事業、役場本庁舎機能強化事業な

どの大型事業により町債残高が大幅に増えたことから、令和５年度以降も年間

１０～１２億円台の元利償還金が見込まれています。                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ プライマリーバランスとは将来の世代に過度に負担を残さないよう、公債費（借金のうち元金の返済）

と町債（借金）の新規発行とのバランスを管理するものです。（Ｒ５以降は推計） 

 

（単位：億円） 

 

 

 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 

地方債発行額  12.7  12.0   5.7   5.8  4.4  6.3 2.0 7.0 2.5 7.8 4.7 

償還額  13.6  13.4  13.1  13.1 12.8 12.3 12.0 10.7 10.2 10.2 10.3 

地方債残高 120.2 119.4 112.6 105.7 97.7 92.0 86.0 82.6 75.3 73.2 68.2 

0.0
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見込

R8

見込

R9

見込

億円億円

公債費償還額等の推移

地方債発行額 償還額 地方債残高
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0
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1,000,000
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千円 扶助費の推移

その他

一般財源

補助

【扶助費】 

扶助費は、民生費・衛生費・教育費・その他の４項目からなり、このうち民生

費は、障がいのある方のための社会福祉費のほか、老人福祉費・児童福祉費・生

活保護費・災害救助費で構成されます。 

 平成２２年度に１０億円を超えた扶助費はその後も増え続け、令和３年度決

算では１７億円を超え、令和４年度決算では約１６億４千万円となりました。 

扶助費の抑制は、今後の大きな課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

  H29 H30 R1 R2 R3 R4 

補助 869,834 853,167 924,579 1,007,374 1,372,239 1,233,748 

一般財源 398,528 391,372 399,644 351,802 374,424  352,870 

その他 98,493 70,725 47,309 21,657 44,185   54,568 

合計 1,366,855 1,315,264 1,371,532 1,380,833 1,790,848 1,641,186 

 

※ 令和３年度は、「子育て世帯への臨時特別給付」、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」が

合計額を押し上げました。 

※ 令和４年度決算では、扶助費のうち児童福祉費が約９億７千万円と最も多く、全体の５９．１％を占

めており、その一般財源は約２億円でした。 

※ 平成２０年度に約６５０万円だった衛生費の一般財源が、平成２４年度には約１，８００万円、平成

２８年度には約３，８００万円、令和４年度には約４，３００万円となっています。これは子どもの医

療費助成制度を段階的に拡充したことによるものです。 
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○普通建設費推移（一般会計ベース） 

 

  普通建設費とは、その支出効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとし

て将来残るものに支出される経費をいい、国の補助金を受けて行われる補助事

業と町単独で行う単独事業に分類されます。プライマリーバランス(町債と元金

償還金）を考慮した、計画的普通建設事業の実施が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の主な建設事業（予定含む） 
 

事     業     名 事業実施期間 建設事業費 

 藤崎小学校改築事業 Ｈ２０～Ｈ２４ １，９６５，３９０千円 

 常盤小学校改築事業 Ｈ２３～Ｈ２６ ２，５８０，６４２千円 

 水木団地整備事業 Ｈ２４～Ｈ３０ １，０６６，９２０千円 

文化センター整備事業 Ｈ２８～Ｈ２９ ７６４，４８７千円 

食彩ときわ館改築事業 Ｈ２８～Ｈ３０ ６９２，９２９千円 

役場本庁舎機能強化事業 Ｈ２９～Ｈ３０ ６３９，８４４千円 

常盤生涯学習文化会館整備事業 Ｈ２９～Ｈ３０ ２０７，４２５千円 

藤崎中央小学校大規模改造事業 Ｒ１～Ｒ４ ３６６，３５４千円 

明徳中学校予防改修事業 Ｒ３～Ｒ６ ６６２，５１６千円 

旧弘前実業高校藤崎校舎利活用事業 Ｒ４～ ４２７，８７８千円 
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財政運営上の懸念・検討課題 

    ～インフラ整備で増えた借金、福祉のために増えた支出～ 

 

○町税等の滞納  ～歳入増加策～ 

 

 近年、景気は拡大を続けていると報道されているものの、地方と都会の差は大

きく、県内の企業の業績や雇用環境は好転したとは言い切れず、個人住民税や固

定資産税及び国民健康保険税などの滞納額は大きな問題となっています。また、

平成１９年度より三位一体の改革により税源移譲された分、個人住民税が増え、

その徴収率の多寡がそのまま町財政へ影響していると考えられます。 

 町では税負担の公平性を保つ観点から、税収増対策の一環として町税納税相

談会を複数回開催するなど、滞納税等の回収対策強化に努めています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別滞納残高                                                 （単位：千円） 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

地方税  61,561  57,322  52,076  50,357  45,733  44,531 

国保税 150,361 137,721 120,307 110,319 106,969 104,359 

合 計 211,922 195,043 172,383 160,676 152,702 148,890 

※ 平成２５年度から下降傾向にありますが、まだ総額は約１億５千万円程度と高額であることから、 

これら税の滞納解消策も重要な政策課題です。 

※ 町税の徴収率は滞納分も含め９０％前後で毎年推移しており、国保税の滞納額を含めた徴収率につい

ては、平成２１年度以降は６０％台と低調なままでしたが、令和３年度は７８％、令和４年度は７６.６％

となっています。 
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○公営企業会計、特別会計への繰出金・補助金・負担金・出資金  

     ～インフラ関連と社会保険関連 繰出金の増嵩～ 

 

 公営企業会計はインフラ関連（下水道、水道）、特別会計は社会保険関連（国

民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険）に分けられます。 

公営企業会計は、基本的には料金等の収益で費用を賄うこととされています。

しかし、実際には独立採算は難しく、町では企業会計に対して補助金、負担金、

出資金という形で支援しています。 

 特別会計の社会保険関連の支出は、一人一人の利用の積み重ねから自動的に

町が支払う額が決まってしまうため、コントロールが利きにくいという特徴が

あります。昨今の急速に進行する少子高齢化社会にあって、高齢者、子ども、低

所得者、福祉等に必要な、いわゆる社会保障費も数年前に比べ急増しています。

今後、社会保険の特別会計を健全化するため、県が推進している「短命県返上」

を目指し、健診や保健指導を通じた町民の健康なからだづくりによる保険給付

費の削減（健康な町民づくり）や保険料の見直しなどを、どのように進めていく

かが極めて重要であり、かつ難しい課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

区分 基準繰出金 基準外繰出金 R4 合計 R3 合計 

国民健康保険 161,566 0 161,566 161,365 

後期高齢者医療 220,887 0 220,887 227,648 

介護保険 299,945 0 299,945 304,348 

特別会計 小計 682,398 0 682,398 693,361 

水道事業 3,145 150 3,295 3,781 

下水道事業 159,234 138,301 297,535 268,672 

企業会計 小計 162,379 138,451 300,830 272,453 

他会計繰出金計 844,777 138,451 983,228 965,814 

※ 平成２８年度に国民健康保険税の税率改正を行った結果、平成２９年度から国民健康保険の基準外繰

出金はなくなりました。 
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○財政構造の硬直化    ～経常収支比率について～ 

 

 自治体の財政構造の弾力性を測る指標として経常収支比率があります。これ

は人件費、扶助費、公債費など縮減することが容易でない義務的経費に、町税、

地方交付税等の一般財源が、どの程度充当されているかを見るもので、町村の場

合は９０％を超えると、その自治体は弾力性を失いつつあるとされています。 

当町は平成２２年度から９０％以下となりましたが、扶助費の増・公債費の高

止まり・地方交付税の減などの影響により、平成２７年度から増加し始め、令和

元年度をピーク（８８．６％）に減少に転じました。しかし、令和４年度は８５．

３％と微増しており、要注意の状態にあります。 
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